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環境技研通信 1 

規制されているのはPFOSとPFOAであり、フッ素樹

脂やフッ素加工のモノ全てが危険、ということでは

ありませんが、PFASについては非常に数が多く、個

別の有害性や環境中での存在状況に関する知見が

不足しているのが現状です。 
 

PFOS、PFOAへの対応 

PFOS、PFOAについては、製造・輸入等の禁止、水

環境中の暫定目標値の設定、ばく露防止に係る

「PFOS及びPFOAに関する対応の手引き」の策定等の

対応が実施されてきましたが、更に強化されます。

(1)在り方について 

・市中在庫量の把握、泡消火薬剤の代替促進 

・流出防止、水質の暫定目標値の取扱の検討 

(2)暫定目標値等超過地域等への対応 

・飲用ばく露防止徹底、健康状態の把握 

(3)リスクコミュニケーション 

・今回作成されたQ＆A集を活用実施 

(4)存在状況に関する調査の強化等 

・環境モニタリングの強化、人へのばく露モニタリ

ング調査の本調査の実施に向けた検討 

PFASに関する更なる科学的知見等の充実について 

国内外の健康影響に関する情報の継続的な収集

や、国内における関連する研究の推進、環境中にお

ける存在状況の把握手法の検討等が行われます。 

土壌環境のおけるPFOS等の測定方法について 

土壌中の基準値は設定されていませんが、 PFOS、

PFOA及びPFHxSに係る暫定測定方法(溶出量試験、含

有量試験)が取りまとめられました。 
詳細は環境省の下記参照してください。 
 

「PFOS、PFOAに関するQ＆A集」及び 

「PFASに関する今後の対応の方向性」等について 

https://www.env.go.jp/press/press_01977.html   
 

現在弊社では、水道水、環境水中のPFOSとPFOAの

測定を行っており、また、土壌中のPFOSとPFOAの測

定についても検討中です。 

お問合せをお待ちしております。 

 

PFAS(ピーファス)とは、世の中に数千種類存在す

るといわれる有機フッ素化合物の総称です。撥水・

撥油性等の物性を示すことから、撥水撥油剤、界面

活性剤、半導体用反射防止剤、金属メッキ処理剤、

水成膜泡消火剤や調理用器具のコーティング剤等

幅広い用途で使用されており、その物性は炭素鎖の

長さで大きく異なります。 

炭素とフッ素が強い力で結合していることで自然

環境中では分解されにくいため、「永遠の化学物質」

と呼ばれることもあります。また、低分子のものは 

水にも油にも溶けやすい

性質を持っていることか

ら、環境中に溶け込み、

生物に取り込まれると

高い蓄積性を有するな

どの特徴があります。 
 

PFOS(ピーフォス)やPFOA(ピーフォア)は、数ある

PFASの中の代表的な物質です。日本国内では、「化

学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審

法)」に基づき製造・輸入等が原則禁止されていま

す(PFOSは2010年、PFOAは2021年)。人において発が

ん、免疫系統の異常との関連が報告されており、動

物実験では肝機能等に影響を及ぼす事が指摘され

ています。 

 

 

 

 

 

 

PFOSとPFOAについては、2020年に水道水で暫定指

針値、公共用水域及び地下水における暫定目標値

(PFOS及びPFOAの合計値で50ng/L以下)が定められ

ました。 

その後の調査で、沖縄県や神奈川

県などの米軍基地周辺、大阪府など

で高い値が観測されたこともあり、

非常に大きな関心を集めています。 

 PFOS 

(ペルフルオロオクタンスルホン酸) 

PFOA 

(ペルフルオロオクタン酸) 

 

 

 

 

 



 

 

                   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

環境技研通信 2 

弊社では、平成25年3月1日に「薬機法施行規則

第12条第1項に規定される試験検査機関(第178

号)」として厚生労働省の認可登録を行いました。

この10年で医薬分析棟(3号棟)が完成し、多くのお

客様から試験受託をさせていただいております。 

この度、更なるニーズにお応えするべく、新規

設備導入、機器更新と共に、ハザードルームを設

置した高薬理活性物質の試験エリアを新たに拡張

いたします。稼働開始は10月頃の予定となります。 

＝新規導入機器＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

・NMR(液体･固体試料対応) 

・LC-Raman 

・X線回折装置(既存機器の更新) 

・リアルタイムPCR 

・無菌試験実施に伴うアイソレータ 

・Orbitrap LC-MS(先行導入済み) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新分析棟(4号棟)完成予想図 
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前号でお知らせしました、第25回インターフェッ

クスWeek(2023年7月5・6・7日)出展の様子をご報告

いたします。新型コロナウイルス感染症が5類にな

り、制限解除後初の開催ということもあり、弊社ブー

スには多くのお客様にお立ち寄りいただき、ご意見・

ご質問等貴重なお話をお伺いできました。 

ご来場いただきました皆様、誠にありがとうござ

いました。次回は2024年6月開催に出展予定です。 

 

 
各事業場等の複合臭気への苦情に対応するため、

臭気指数規制へ移行する地方自治体が年々増えて

きています。 

嗅覚測定法(臭気指数)

は、苦情対応には大変優れ

た測定方法ですが、人の嗅

覚に基づく測定法であるた

め、その測定精度を管理す

ることが重要となります。

そのためには、人材の確保、 

必要な器材及び試験室が備わっていることなどが

重要なポイントとなります。また、昨今の国際的

な品質管理の流れの中で、定期的かつ継続的な外

部評価の実施は必要不可欠なものとなっています。 

【公益社団法人におい・かおり環境協会】では

臭気に係わる嗅覚測定法が適切に行われることを

目的として、平成 5 年 4 月から事業所単位の資格

である「臭気測定認定事業所」の審査登録制度を

設け、技術基準や設備基準等を満たす機関を認定

しています。 

弊社では、平成

15 年 9 月に「臭

気測定認定事業

所」としての登録

を行い、今年 5回

目の更新を行い

ました。また、に

おい・かおり環境

協会の実施する、 

嗅覚測定法の統一管理としたクロスチェックの参

加や技能向上研修会にも参加しております。 

＊悪臭関係のお問合せ・ご相談、

測定などは、臭気測定認定事

業所である弊社にぜひお声掛

け下さい。 

 

 

弊社ブースの様子 

官能試験(3 点比較式臭袋) 

 

 

皆様から好評をいただいておりました規格・基
準集を、令和5年より、さらに多くの皆様にご利用
いただけるよう電子データでのご提供とさせてい
ただくこととなりました。下記サイトからダウン
ロード出来ます。宜しくお願い致します。 

※ダウンロードにはご利用者様の情報入力が必要となります。

 

 

 

 


